
（単位：百万円）

項 目 名
２月補正
（追加）
予算額

令和３年度
現計予算額
（２月当初提案後）

令和２年度
までの

累計予算額

２月補正後
累計予算額

○ 感染拡大防止対策と医療提供体制
の整備 3,190 46,257 29,017 78,464

○ 雇用の維持・事業の継続 － 4,814 10,303 15,117

○ 県民の生活支援 － 6,016 3,359 9,375

○ 学校の再開・学びの保障 － 227 160 387

○ 地域経済の回復・活性化 － 7,143 4,097 11,240

○ 感染症に強い社会・経済構造の構築 － 1,445 889 2,334

合 計 3,190 65,902 47,825 116,917

新型コロナウイルス感染症対策
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Ⅰ 感染拡大防止対策と
医療提供体制の整備

２月補正（追加）予算額：３，１９０百万円



【内容】

まん延防止等重点措置期間の延長に伴い、営業時間の短縮を再要請するに

あたり、要請に応じた店舗に対し、協力金を支給するもの。

（営業時間短縮要請の概要）

・要請期間：令和４年２月１４日（月）～３月６日（日）

・対象区域：まん延防止等重点措置適用区域

・要請内容：「かがわ安心飲食店認証制度」の認証店

営業時間午前５時から午後８時又は午後９時までの選択制

（酒類提供は午後８時までの時短の場合、提供不可、

午後９時までの時短の場合、午後８時まで）

非認証店

営業時間午前５時から午後８時まで（酒類提供不可）

１ 香川県営業時間短縮協力金（第１０次） （３，１９０百万円）

１ 休業要請等への協力促進
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（次ページへ続く）



（１店舗当たりの支給額）

・中小企業：

前年度又は前々年度（時短要請月又は期間）の１日当たりの売上高に応じて、

３万円～１０万円／日 [２．５万円～７．５万円／日]

※[ ]内は、午後９時までの時短を行う認証店の場合

・大 企 業：

前年度又は前々年度（時短要請月又は期間）からの１日当たりの売上高の減少額の

４割・上限２０万円／日（午後９時までの時短を行う認証店の場合は、上限２０万円／日

又は、前年度若しくは前々年度の１日当たり売上高の３割のいずれか低い額）

※中小企業においても、この方式を選択可
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＜問い合わせ先＞

商工労働部産業政策課

前年度又は前々年度の
１日当たりの売上高 １日当たりの支給額

７万５千円以下
[８万３，３３３円以下]

３万円
[２．５万円]

７万５千円超 ２５万円以下
[８万３，３３３円超２５万円以下]

前年度又は前々年度の
１日当たりの売上高の４割

（３万円～１０万円）
[売上高の３割（２．５万円～７．５万円)]

２５万円超
[２５万円超]

１０万円
[７．５万円]


